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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成28年2月12日(2016.2.12)

【公開番号】特開2015-17204(P2015-17204A)
【公開日】平成27年1月29日(2015.1.29)
【年通号数】公開・登録公報2015-006
【出願番号】特願2013-146226(P2013-146226)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｆ   2/18     (2006.01)
   Ｄ０１Ｆ   6/54     (2006.01)
   Ｄ０１Ｆ   6/18     (2006.01)
   Ｄ０１Ｆ   9/22     (2006.01)
   Ｃ０８Ｆ  20/44     (2006.01)
   Ｃ０８Ｆ   8/30     (2006.01)
   Ｃ０８Ｆ   4/40     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｆ    2/18     　　　　
   Ｄ０１Ｆ    6/54     　　　Ｃ
   Ｄ０１Ｆ    6/18     　　　Ｅ
   Ｄ０１Ｆ    9/22     　　　　
   Ｃ０８Ｆ   20/44     　　　　
   Ｃ０８Ｆ    8/30     　　　　
   Ｃ０８Ｆ    4/40     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成27年12月18日(2015.12.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０１】
・ＰＡＮ溶液（ｈ）の作製方法
　アクリロニトリル１００重量部、ＤＭＳＯ３７５重量部、アゾビスイソブチロニトリル
０．４重量部、オクチルメルカプタン１重量部を反応容器に仕込み、窒素置換後に６５℃
で５時間、７５℃で７時間加熱し重合し、ＤＭＳＯを溶媒とするアクリロニトリル１００
モル％を重合してなるＰＡＮを含む溶液を調製した。系全体をポンプで排気して３０ｈＰ
ａまで減圧することで脱モノマーした。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２０】
（実施例６）
　ＰＡＮ（ａ）１０質量部、ニトロ化合物としてニトロ化合物をニトロベンゼンを１．３
質量部、アミン系化合物としてＮ－アミノエチルエタノールアミン０．７質量部とモノエ
タノールアミン０．７質量部、および極性溶媒としてＤＭＳＯ８７質量部、以外は、実施
例１と同様に実験を行った。得られた耐炎ポリマーのＳ成分濃度は１４００μｇ／ｇであ
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った。
　ポリマー濃度を１０ｗｔ％と低くしたが、紡糸の結果、製糸性はＡと判定され、得られ
た繊維の毛羽数は４０個、耐炎性試験の結果は３８％であり、充分な耐炎性であり、実施
例１と同等の結果となった。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２４】
（実施例１０）
　ＰＡＮ（e）１２質量部用いた以外は、実施例４と同様に実験を行った。ＰＡＮ：ニト
ロ化合物：アミン系化合物＝１５：２：２の比率である。得られた耐炎ポリマーのＳ成分
濃度は１５０μｇ／ｇであった。
　紡糸の結果、製糸性はＡと判定され、得られた繊維の毛羽数は４９個であった。ＰＡＮ
中の硫黄成分が２００μｇ／ｇとごく微量であるので、繊維の耐炎性試験の結果は５４％
にまで向上し、耐炎性良好であった。製糸性、毛羽数、および耐炎性が実施例４より向上
した。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２７】
（比較例１）
　ＰＡＮ溶液（ｈ）７５質量部用いた以外は、実施例１と同様に実験を行った。ＰＡＮ：
ニトロ化合物：アミン系化合物＝１５：２：２の比率である。得られた耐炎ポリマーのＳ
成分濃度は１７００μｇ／ｇであった。
　ＰＡＮ中の硫黄成分が１８００μｇ／ｇであるが、溶液重合したＰＡＮ溶液をそのまま
用いているために、製糸性はＣ、得られた繊維の毛羽数は１７８個、耐炎性試験の結果は
２３％であり、不良であり、製糸性、毛羽数、および耐炎性が実施例１より悪化した。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３４】
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